
【企業・個人事業主向け】 新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援制度①

令和３年９月１日時点の情報詳細については各相談窓口へお問い合わせください。そのほかについては日置市役所商工観光課へ【099-248-9409】

融
資(

貸
付)

日 置 市

１ 政府系金融機関による融資（融資による支援では、大きく分けて３段階の支援を実施）

支援内容 融資制度 対象要件 問い合わせ先

金利引き下げなし ●セーフティネット貸付（基準金利） 売上高等の要件はなし ◆日本政策金融公庫
鹿児島支店
TEL：099-224-1241

◆日置市商工会本所
TEL：099-272-2222

金利▲0.9引下げ
●新型コロナウイルス感染症特別貸付
●新型コロナウイルス対策マル経融資
●危機対応融資

売上高▲５％以上減少

実質無利子融資
●特別利子補給制度
（特別貸付を利用した事業者を対象に利子補給）

個人事業主（小規模）：要件なし
小規模（法人）：売上高▲15％減
中小企業：売上高▲20％減

２ 民間金融機関による信用保証付融資

融資制度 対象要件 問い合わせ先

●セーフティネット保証４号・５号
一般保証とは別枠で保証
・４号：100％保証（売上高▲20％以上減少）※全国47都道府県対象

・５号： 80％保証（売上高▲５％以上減少）※影響を受けている業種指定

◆取扱金融機関

◆日置市商工観光課
TEL：099-248-9409

●危機関連保証
セーフティネット保証とは別枠で100％保証（売上高▲15％以上減少）
※全国・全業種を対象

３ 鹿児島県新型コロナウイルス関連事業継続支援資金

融資対象者（県内で現に営む事業を１年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合） 融資限度額、信用保証料、融資期間 問い合わせ先

次の①から③のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した
もの
① 中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定による認定
（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）

② 中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定による認定
（売上高等減少率が15％以上のものに限る。）

③ 中小企業信用保険法第２条第６項の規定による認定
（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）

【融資限度額】
運転資金・設備資金 4,000万円

【利率】・１年以内 年1.4％
・１年超３年以内 年1.6％
・３年超５年以内 年1.7％
・５年超10年以内 年1.9％

【信用保証料（県補助後）】
・ 年0.1％

【融資期間】
・ 10年以内（うち据置60月以内）

◆取扱金融機関

◆鹿児島県商工労働水産
部中小企業支援課
TEL：099-286-2944



【企業・個人事業主向け】 新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援制度②

令和３年９月１日時点の情報詳細については各相談窓口へお問い合わせください。そのほかについては日置市役所商工観光課へ【099-248-9409】

日 置 市

１ 【国】月次支援金
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50％以上減少した中小法

人・個人事業者等の皆さまに給付し、事業継続や立て直しを支援します。

給付要件 給付額 申請期間等 問い合わせ先

① 対象月の緊急事態措置又はまん延防
止等重点措置に伴う、飲食店の休業・時
短営業又は外出自粛等の影響を受けて
いること。

② 2021年の月間売上が、2019年又は
2020年の同月比で50％以上減少してい
ること。

【中小法人等】
・上限20万円/月

【個人事業者等】
・上限10万円/月

【申請期間】
（原則、対象月の翌月から２か月間が申請期間）

●７月分：2021年８月１日～９月30日
●８月分：2021年９月１日～10月31日
●９月分：2021年10月１日～11月30日

【事前確認期間】
（申請前に登録確認機関での事前確認が必要）

●７月分：2021年９月27日
●８月分：2021年10月26日
●９月分：2021年11月25日

月次支援金事務局
TEL：0120-211-240

※IP電話等からの問合せ
TEL：03-6629-0479
（通話料がかかります）

２ 【国】中小企業等事業再構築推進事業
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を

支援します。

給付要件 補助内容 公募スケジュール 問い合わせ先

① 申請前の直近６か月間のうち、任意の
３か月の合計売上高が、コロナ以前の同
３か月の合計売上高と比較して10％以
上減少している中小企業等

② 事業計画を認定経営革新等支援機関
や金融機関と策定し、一体となって事業再
構築に取り組む中小企業等

③ 補助事業終了後３～５年で、付加価
値額の年率平均3.0％（一部5.0％）
以上増加、又は従業員一人当たり付加
価値額の年平均率3.0％一部5.0％）
以上増加の達成

【補助対象経費】
建物費、建物改修費、賃貸
物件等の原状回復、設備費、
システム購入費、外注費、研
修費、技術購入費、広告宣伝
費、販売促進費 等

【中小企業】
・2/3

【中堅企業】
・1/2等
（補助額や内容によって異なります）

【第３回】
●公募開始日：2021年７月30日
●公募締切日：2021年９月21日

【第４回】
●公募開始日：2021年10月上旬

頃開始予定

事業再構築補助金
事務局コールセンター
TEL：0570-012-088

※IP電話用
TEL：03-4216-4080

補
助
金
・
給
付
等



【企業・個人事業主向け】 新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援制度③

令和３年９月１日時点の情報詳細については各相談窓口へお問い合わせください。そのほかについては日置市役所商工観光課へ【099-248-9409】

日 置 市

３ 【国】持続化補助金（通常枠）
小規模事業者の販路開拓等のための取組を支援します。

給付対象 補助内容 公募スケジュール 問い合わせ先

小規模事業者等 【補助率】
●2/3

【補助上限額】
●50万円
※上記に加えて、次の枠を追加して申請可能。
●創業事業者の特例（上限100万円への引上
げ）の要件緩和

【６次締切】
●2021年10月１日 ※当日消印有効

【７次締切】
●2022年２月４日 ※当日消印有効

◆全国商工会連合会
TEL：03-6670-2540

◆日置市商工会本所
TEL：099-272-2222

４ 【国】持続化補助金（低感染リスク型ビジネス枠）
小規模事業者等が、経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた「感染拡大防止のための対人接触機会の減少」と「事業継続」を両立

させる新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等について支援します。

給付対象 補助内容 公募スケジュール（下記は受付締切） 問い合わせ先

小規模事業者等 【補助率】
●3/4

【補助上限額】
●100万円*
*補助金総額の1/4以内（最大25万円）を
感染防止対策に充当可能

【第３回】
●2021年９月８日 17時まで

【第４回】
●2021年11月10日 17時まで

【第５回】
●2022年１月12日 17時まで

【第６回】
●2022年３月９日 17時まで

小規模事業者持続化補助
金（低感染リスク型ビジネス
枠）コールセンター
TEL：03-6731-9325

５ 【国】ものづくり補助金
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等を支援します。

給付対象 補助内容 公募スケジュール 問い合わせ先

中小企業・小規模
事業者等

【補助率】
●通常枠（中小）：1/2
●通常枠（小規模）：2/3
●低感染リスク型ビジネス枠：2/3

【補助上限額】
●原則1,000万円

【申請開始】
●2021年９月１日 17時から

【申請締切】
●2021年11月11日 17時まで

ものづくり補助金事務局
TEL：050-8880-4053

補
助
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・
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等



【企業・個人事業主向け】 新型コロナウイルス感染症に伴う主な支援制度④

令和３年９月１日時点の情報詳細については各相談窓口へお問い合わせください。そのほかについては日置市役所商工観光課へ【099-248-9409】

日 置 市

５ 【県】飲食店感染防止対策強化支援補助金
飲食店が実施する新型コロナウイルス感染防止対策用品の整備等に要する経費を支援します。

給付対象 補助内容 申請期間 申請書等 問い合わせ先

県内飲食店を経営
する事業者

【補助対象経費】
●感染防止対策物品の購入費等

【補助率】
●10/10以内

【補助上限額】
●１店舗あたり上限10万円

【申請開始】
●2021年７月１日

【申請締切】
●2021年12月28日

【入手方法】
●県ホームページ
●日置市ホームページ

【提出方法】
●郵送のみ

◆県飲食店感染防止対策
強化支援事業事務局
TEL：099-201-3241

◆日置市商工観光課
TEL：099-248-9409

６ 【県】キャッシュレス導入支援事業
新型コロナウイルス感染症防止対策として有効なキャッシュレスの普及を図るため、キャッシュレスを新たに導入する県内の中小・小規模事業者に対
して、導入に要する経費を支援します。

給付対象 補助内容 申請期間 申請書等 問い合わせ先

補助金の交付の目
的となる中小・小規
模事業者を経営す
る法人又は個人

【補助対象経費】
●決済端末 ●レジスタ
●汎用端末 ●付属品
●設置費

【補助率】
●4/5以内

【補助上限額】
●１事業者あたり上限10万円

【申請開始】
●2021年７月１日

【申請締切】
●2021年11月15日

【入手方法】
●県ホームページ
●日置市ホームページ

【提出方法】
●郵送のみ

◆県キャッシュレス導入支援
事業事務局
TEL：099-295-3888

７ 【市】飲食店感染防止対策支援事業費補助金
飲食店が実施する新型コロナウイルス感染防止対策用品の整備等に要する経費を支援します。

給付対象 補助内容 申請期間 申請書等 問い合わせ先

本補助金の目的と
なる飲食店を経営
している法人又は個
人

【補助対象経費】
●感染防止対策物品の購入費等

【補助率】
●4/5

【補助上限額】
●１の飲食店につき上限10万円

【申請開始】
●2021年８月２日

【申請締切】
●2021年11月30日

【入手方法】
●日置市ホームページ
●市商工観光課

【提出方法】
●郵送
●市商工観光課又は
各支所地域振興課

◆日置市商工観光課
TEL：099-248-9409
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助
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